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令和７年度 法人本部拠点 事業計画書 

Ⅰ．理念・方針 

   〇 法人理念 

 友愛の心をもって 豊かな福祉を創造し、地域に貢献します 

        友愛の心を待って 尊厳を守り、その人らしい暮らしを支援します 

        友愛の心を持って 研鑽を積み、ともに幸せを追求します 

   〇 令和 7年度経営方針 

       令和 7 年度は，中期 3 か年計画の最終年度になりますが，それぞれの視点での課

題・目標は道半ばですが、達成に向けて一歩一歩前進をしてまいります。特に今年

度は，学習と成長の視点に重点を置き，充実した研修の実施により質の高い職員の

養成を図り，利用者の方々に安全・安心して利用していただける福祉施設を構築し

ていきます。又、働きやすい職場，やりがいのある職場環境を構築し，離職防止に

努めます。 

        経営的には，人材不足，待機者減少，物価高と大変厳しい環境が続きますが，特養

の良さの周知を図り，安定した稼働率を維持し，経営の安定に努め，法人のビジョ

ンである地域の方々に信頼され，愛されるオンリーワン法人を目指します。 

   〇 令和 7年度の重点施策 

       ・協力医療機関との連携強化に努め，入居者の安全・安心に努めます。 

        ・職員教育，研修を充実させて，職員の質向上に努めます。 

        ・友愛苑を中心に地域貢献事業を継続し，地域から信頼，愛される法人を目指します。 

        ・災害，感染症に備え，策定したＢⅭＰの実践、訓練に取り組みます。 

        ・法人各職種部会（介護，看護，相談員，栄養士，デイ，居宅，事務）の充実を図り，

問題・課題解決に取り組み，法人の質の向上に努めます。 

Ⅱ．本部体制 

   1. 職員配置 

      本部長（常務理事）1名 ・副本部長（統括施設長）1名 ・施設長 4名 

      統括所長 1名 ・副施設長 3名 ・事務部長 1名 ・事務課長 1名 

      顧問 1名 

   

 2. 本部・各事業部計画 

    ・ 経営管理部 

       ➢ 財務経理 

           日本クレアス税理士法人指導のもと、財務経理の適正管理を行い、理事会・

評議員会を適正開催します。 
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       ➢ サービス管理 

          引き続き，令和 6 年度介護報酬改定に対応，整理し、各サービスの質の向上

を図ります。 

          引き続き，内部監査システムの構築に取り組みます。 

       ➢ 設備管理 

          大規模修繕のための中期計画を策定し、設備保全のための取り組みを行いま

す。又、各拠点の防災対応の連携を図っていきます。 

 

・ 企画部 

➢ マーケティング・経営企画 

          令和 7年度も、あんしんすこやかセンター、居宅のスタッフを中心に、「わく

わくウオークラリー」「友愛マルシェ」を実施し地域交流を図り神戸老人ホー

ムの存在意義を高めます。又、新たに法人の専門職が関心の高い話題を提供

する「神戸老人ホーム耳よりばなし」を企画し，各施設に地域住民が集う活動

に取り組み，地域交流がサービス提供につながるよう図り，ニーズを模索し

ます。 

           

        ➢ 広報・情報システム 

          広報誌の発行、ホームページの更新、インスタグラム、エックス(旧ツイッタ

ー)などの SNSを活用し，各事業所の活動を発信継続してまいります。又、広

報誌「神戸老人ホームたより」を継続発行し、各施設、各事業所の活動状況を

紹介します。リーフレットも作成し利用者獲得に努め，大学や老健施設等へ

の営業活動にも注力します。 

 

・ 人事部  

➢ 人事・労務 

          人事及び職員モチベーション向上に取り組みます。職員満足度調査・職員表

彰制度等を実施します。 

        ➢ 採用雇用 

          新卒及び中途採用、外国人の人材確保を行います。Webを活用した採用方法を

取り入れ、応募しやすい環境の構築を図ります。 

        ➢ 育成 

          職員教育体制の充実とキャリアパスの再構築を行い、外部講師、動画研修ツ

ールを活用し、有意義な研修の構築を図り，職員の質の向上に努めます。又、

中間管理職（課長・係長・リーダー）の育成に努めます。 
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Ⅲ．理事会・評議委員会・その他委員会・会議等  

 1. 理事会 

     基本 年 ４回開催 

        5月（決算理事会） ・12月（1次補正予算理事会） 

2月（2次補正予算理事会） ・３月（予算理事会） 

     メンバー 

        理事長・副理事長・常務理事・理事・監事・施設長・事務部長  

 

 2. 評議員会 

      年 4回開催 

        6月（決算評議員会） ・12月（1次補正予算評議員会） 

        2月（2次補正予算評議員会）・３月（予算評議員会） 

     メンバー 

        評議員・理事長・常務理事・監事・施設長・事務部長 

 

尚、理事会・評議員会は、理事長が必要と判断した場合は、随時開催する。 

 

4．法人会議 

  ・ 法人本部会議 

     原則毎月 1回、施設長経営管理会議直後の、月曜日又は火曜日開催。 

    メンバー 

       森常務理事・竹本統括施設長・南施設長・上杉事務部長。 

 

   ・ 施設長経営管理会議 

      原則毎月 1回、第 4金曜日開催。 

     メンバー 

        常務理事・統括施設長・施設長・統括所長・副施設長・事務部長 

 

   ・ 事業部会議・職種部会議 

      原則 2カ月に 1回開催。 

     事業部会 

        経営管理部・企画部・人事部 

     職種部会 

       介護・看護・相談員・栄養・デイ・居宅・あんすこ・事務 

     その他 

     外国人労働者支援担当者会議 
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Ⅳ．収支計画 

   〇 社会福祉法人の経営環境は大変厳しい状況ですが、ムダ・ムリ・ムラを無くし 3％の収

益率を確保し、社会福祉法人・神戸老人ホームの経営の安定に努めます。 

   〇  訪問介護事業所の運営方法見直し、赤字改善に努めます。 


